
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を原稿送り手段により給紙し画像を読み取ると共に、給紙トレイから給紙された記
録紙上に画像を形成する画像形成装置において、
　原稿のサイズとセット方向を検知する検知手段と、
　読み取った原稿の画像を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段から読み出された画像を記録紙に記録する画像記録手段と、
　

　前記記憶手段の画像に対して回転処理を施す画像回転手段と、
　記録する画像のサイズに対応する記録紙がセットされた給紙トレイを選択し、選択され
た給紙トレイから記録紙を給紙させる制御手段と、を備え、
　原稿の長手方向が原稿の搬送方向となるように原稿が 載置され、
且つ、両面記録が選択された場合、前記搬送方向に記録紙の短手方向がセットされている
給紙トレイを選択し、 給紙トレイから給紙される記録紙に前記画像回転手段により回
転処理が施された画像を記録させることを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、原稿と同一サイズの記録紙が収められている給紙トレイを選択するこ
とを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
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前記記録手段により両面モードを実行する際に片面に画像が転写され、かつ、記録紙の
短手方向で搬送される記録紙を一枚以上積載可能な中間トレイと、

前記原稿送り手段上に

前記



　前記画像回転手段は、前記記録手段に対する読み出しアドレスの主走査方向と、副走査
方向を紙御して任意の角度に画像回転を可能としたことを特徴とする請求項１記載の画像
形成装置。
【請求項４】
　前記画像回転手段は、前記記録手段から画像を読み出す際に、該画像を９０°回転また
は２７０°回転させることを特徴とする請求項３記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、片面に画像が転写された記録紙を収納する中間トレイを備え、一枚以上の記録紙
を反転し再送して両面複写する画像形成装置においては、記録紙を収納する中間トレイの
大きさは、記録紙が長手方向に収納できるサイズに設定されている。
【特許文献１】特開平０８－０６９２１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　このため、画像形成装置本体の巾が前記サイズに設定されていることから機械幅が規定
されてしまい、画像形成装置本体が大きくなってしまうという問題点があった。
【０００４】
　 発明は、 長尺方向の原稿を両面複写する
場合、画像を回転させ同一サイズの長手方向と直行する方向（以下、短手方向ということ
がある）の記録紙に複写するように設定することにより、画像形成装置内の中間トレイの
大きさを、記録紙の短手方向に収納できるようにサイズを設定し、上記問題点を解消し、
画像形成装置本体の機械巾の占有率を低下させて省スペース化を図り、さらに複写の生産
性を向上させることを目的とする。
【０００５】
　 た本発明は、画像を特定の角度たとえば９０°あるいは２７０°回転して長尺方向の
原稿を両面複写する場合に、給紙する短手方向の記録紙がセットされていない場合には、
両面複写のモードを選択できないよう設定することにより、画像形成装置における中間ト
レイ内での記録紙の紙詰まりを防止し、また原稿サイズを検知する為の無駄な自動原稿送
り装置による原稿搬送を防止し、搬送品質および原稿品質の向上をさらに図ることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記したような目的を達成するため、請求項１記載の発明は、原稿を原稿送り手段によ
り給紙し画像を読み取ると共に、給紙トレイから給紙された記録紙上に画像を形成する画
像形成装置において、原稿のサイズとセット方向を検知する検知手段と、読み取った原稿
の画像を記憶する記憶手段と、前記記憶手段から読み出された画像を記録紙に記録する画
像記録手段と、

前記記憶
手段の画像に対して回転処理を施す画像回転手段と、記録する画像のサイズに対応する記
録紙がセットされた給紙トレイを選択し、選択された給紙トレイから記録紙を給紙させる
制御手段と、を備え、原稿の長手方向が原稿の搬送方向となるように原稿が

載置され、且つ、両面記録が選択された場合、前記搬送方向に記録紙の短手方向
がセットされている給紙トレイを選択し、 給紙トレイから給紙される記録紙に前記画
像回転手段により回転処理が施された画像を記録させることを特徴とする画像形成装置で
ある。
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本 上記の問題点に鑑みてなされたものであり、

ま

前記記録手段により両面モードを実行する際に片面に画像が転写され、か
つ、記録紙の短手方向で搬送される記録紙を一枚以上積載可能な中間トレイと、

前記原稿送り
手段上に

前記



【０００７】
　

【発明の効果】
【０００８】
　 画像を回転させ同一サイズの短手方向の記録紙に複写することにより、
中間トレイの大きさを記録紙の短手方向の記録紙が収納できるサイズに設定できるので、
画像形成装置本体の機械巾の占有率を低下させ省スペースを図り、さらに複写の生産性の
向上を図ることができる。
【０００９】
　 画像形成装置に於いては、両面複写のモードの選択を禁止することによ
り、中間トレイ内での記録紙の紙詰まりを防止でき、また原稿サイズを検知する為に自動
原稿送り装置による無駄な原稿搬送を防ぐことができるので、搬送品質や原稿品質の向上
を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１を参照しつつ、本発明に係る画像形成装置の実施の形態を説明する。図１に示すよ
うに、本発明に係る画像形成装置は、概略的には複写機本体１と、自動原稿送り装置（Ａ
ＤＦ）１００と、排紙トレイ２００と、給紙ユニット（バンク）３００により構成されて
いる。自動原稿送り装置１００は、原稿給紙台１０１上に積載された原稿を１枚ずつ複写
機本体１のコンタクトガラス１０上に給紙し、画像読み取り後に排紙トレイ１０５上に排
紙するように構成されている。
【００１１】
　原稿給紙台１０１上の原稿は、たとえばサイドフェンス（図示省略）により幅方向に揃
えられ、給紙ローラ１０２により一番下の原稿から順に分離されて給紙され、搬送ベルト
１０３によりコンタクトガラス１０上に給紙される。また、給送部１０７には、原稿幅検
知センサ１０８および原稿長さ検知センサ１０９が設けられている。前記両センサにより
、自動原稿送り装置１００から送られる原稿のサイズが検知される。
【００１２】
　コンタクトガラス１０上の原稿は、読み取り終了後に搬送ベルト１０３および排紙ロー
ラ１０４により、排紙トレイ１０５上に排紙される。また、両面原稿を読み取る場合には
、原稿給紙台１０１上の原稿は、給紙ローラ１０２により、一番下の原稿から順に他紙と
分離されて給紙され、搬送ベルト１０３によりコンタクトガラス１０上を通過して反転爪
１０６により反転し、再びコンタクトガラス１０上に給紙されて裏面が読み取られる。次
いで、コンタクトガラス１０上の原稿は、搬送ベルト１０３により搬送されて反転爪１０
６により反転され、再びコンタクトガラス１０上に給紙されて表面が読み取られる。そし
て、表面読み取り終了後の原稿は、搬送ベルト１０３および排紙ローラ１０４により、排
紙トレイ１０５上に排紙される。
【００１３】
　図２に示すように、自動原稿送り装置１００は、ヒンジ８１およびヒンジ８２を中心に
開閉されるようになっている。ヒンジ８１近傍の複写機本体１の上面には、爪８３が設け
られ、自動原稿搬送装置１００を閉じたときに、爪８３が対向する位置の自動原稿装置１
００の下面には、孔８４が設けられ、自動原稿送り装置１００を閉じると、爪８３が孔８
４に挿通するようになっている。
【００１４】
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請求項２記載の発明は、請求項１記載の画像形成装置において、前記制御手段は、原稿
と同一サイズの記録紙が収められている給紙トレイを選択することを特徴とする。請求項
３記載の発明は、請求項１記載の画像形成装置において、前記画像回転手段は、前記記録
手段に対する読み出しアドレスの主走査方向と、副走査方向を紙御して任意の角度に画像
回転を可能としたことを特徴とする。請求項４記載の発明は、請求項３記載の画像形成装
置において、前記画像回転手段は、前記記録手段から画像を読み出す際に、該画像を９０
°回転または２７０°回転させることを特徴とする。

本発明により、

また、本発明の



　孔８４に隣接する自動原稿送り装置１００の内部には、孔８４に挿通された爪８３の有
無を検出するリフトアップ検知センサ８５および原稿検知タイミングセンサ８６が、設け
られている。
【００１５】
　リフトアップ検知センサ８５は、自動原稿送り装置１００が完全に閉じられている（リ
フトダウン）ときに、爪８３を検出してオン状態となり、自動原稿送り装置１００が開い
ている（リフトアップ）ときに、オフ状態となる。なお、完全に閉じられている状態とは
、自動原稿送り装置１００の下面側の一部が複写機本体１の上面に接触している状態をい
う。
【００１６】
　一方、原稿検知タイミングセンサ８６は、後述する原稿サイズ検知センサの検出結果に
基づいて、コンタクトガラス１０上にある原稿のサイズを検知するタイミングを制御する
ために設けられており、自動原稿送り装置１００の開放角度が所定角度以内になると、爪
８５を検知してオン状態にするようになっている。この所定角度はわずかな角度であり、
オペレータが手で自動原稿送り装置１００を開くと、リフトアップ検知センサ８５および
原稿検知タイミングセンサ８６の両方がオフ状態になるようになっている。なお、図２等
に示すように、８７および８８は端面スケールである。
【００１７】
　次にコンタクトガラス下に設けられたセンサ部について、略説明する。図３に示すよう
に、コンタクトガラス１０の下方には原稿サイズ検知センサ９１～９３が設けられている
。このセンサの詳細については、図４に示すようになっており、各原稿サイズ検知センサ
９１～９３は、１個の発光ダイオード９１ａから発せられた光を３つのビームに分散させ
てコンタクトガラス上の原稿上に照射し、その照射した光の反射光を、光学系内部の３個
の受光素子９１ｂで受光するようになっている。本発明で使用されるセンサはこのような
反射型のタイプのセンサであり、光学系内部からコンタクトガラス１０を通過してコンタ
クトガラス面上の原稿面から反射光のみを受光して、原稿の有無を検知することができる
ようになっている。
【００１８】
　原稿サイズ検知センサ９１～９３は本発明に係る画像形成装置の入力時には常時作動し
ており、各受光素子は、コンタクトガラス上１０の原稿を検出したときにはオン状態とな
り、原稿を検出していないときにはオフ状態となっている。原稿サイズ検知センサ９１～
９３は、コンタクトガラス１０上の所定位置に載置された各種原稿のサイズに応じて配置
されている。これにより、コンタクトガラス１０上に原稿が有るか否かが判定されるとと
もに、コンタクガラス１０上の原稿のサイズも同時に検知される。
【００１９】
　複写機本体１は原稿を読み取るスキャナ、画像処理部およびプロッタなどを有する。ス
キャナは原稿を載置するためのコンタクトガラス１０と光学走査系を有し、光学走査系は
露光ランプ１１、第１ミラー１２、第２ミラー１３、第３ミラー１４、レンズ１５、フル
カラーＣＣＤ１６等を有している。
【００２０】
　以下、図８を中心に、図６および図１等を参照しつつ、本発明に係る画像形成装置の像
形成までを略説明する。図８に示すように、露光ランプ１１および第１ミラー１２は第１
キャリッジに装備され、第１キャリッジ（図示せず）は、原稿読み取り時にステッピング
モータ（同図示せず）により、一定の速度で副走査方向に移動する。第２ミラー１３およ
び第３ミラー１４は、第２キャリッジ（同）に装備され、第２キャリッジは、原稿読み取
り時にステッピングモータ（同）により、たとえば第１キャリッジの１／２の速度で移動
する。第１キャリッジと第２キャリッジの移動速度比は、特に限定されず、自由に設定可
能となっていてもよい。
【００２１】
　前記したような第１キャリッジおよび第２キャリッジの移動により、コンタクトガラス
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１０上の原稿６００が光学的に走査され、レンズ１５により、フルカラーＣＣＤ１６の受
光面に結像されて光電変換されて、上記原稿の情報が電気的信号（以下、画像信号という
）に変換される。
【００２２】
　フルカラーＣＣＤ１６により赤（Ｒ）、緑（Ｇ）および青（Ｂ）の３色に分離された画
像信号は、信号処理回路６０１によりＡ／Ｄ変換器６０２を介した後に画像処理部６０４
により、各種の画像処理が施され、次いでコピー時には書き込みユニットにより記録紙に
コピーされる。
【００２３】
　書き込みユニットは、レーザ出力ユニット２０、ｆθレンズ２１、ミラー２２を有し、
レーザ出力ユニット２０はレーザ光源であるレーザダイオード（ＬＤ）と、ポリゴンミラ
ーおよびポリゴンモータ（図示省略）を有する。レーザ出力ユニット２０からは、コピー
時にはスキャナより読み取られた画像に応じて変調された黒信号に対応したレーザ光が出
射され、出射された変調レーザ光が感光体３０上に照射されて、潜像が感光体３０に形成
される。感光体３０の回りには、黒現像器３２、赤信号画像を書き込むためのＬＥＤ書き
込みユニット３１、赤の第２現像器３３、転写器および分離器などが配置され（図示省略
）、感光体３０上の潜像はトナーによって顕在化して用紙（記録紙）に載置され、次いで
記録紙上に定着されて記録される。
【００２４】
　用紙は図１に示すように、複写機本体１内の両面ユニット４０および第１トレイ５０と
、給紙ユニット３００、第２トレイ３１０、第３トレイ３２０および第４トレイ３３０の
１つから選択して、それぞれフィードローラ４２および分離コロ４３のローラ対、第１給
紙装置５１、第２給紙装置３１１、第３給紙装置３２１および第４給紙装置３３１により
給紙される。
【００２５】
　図７に示すように、各給紙トレイにセットされている記録紙のサイズおよび記録紙のセ
ット方向は、トレイ内のサイズレバー４００の位置が、複数連あるプッシュスイッチ４０
１のＯＮ／ＯＦＦの組み合わせによって検知されている。図１に示すように、両面ユニッ
ト４０および第１トレイ５０から給紙された用紙（記録紙）は、縦搬送ユニット６０によ
り上方向に搬送され、また、第２トレイ３１０、第３トレイ３２０および第４トレイ３３
０から給紙された用紙は、バンク縦搬送ユニット３４０および縦搬送ユニット６０により
上方向に搬送される（図８参照）。
【００２６】
　そしてこの用紙は、先端がレジストセンサ５２により検出された後の所定時間後に、レ
ジストローラ５３に突き当って一旦停止し、副走査有効期間信号（ＦＧＡＴＥ）に同期し
て、レジストローラ５３により搬送され、感光体３０上のトナー像が転写される。次いで
、この用紙は感光体３０から分離された後、搬送装置５４により搬送され、定着装置５５
によりトナー像が定着される。この定着後の用紙は、片面印刷時と両面印刷後には、切り
換え爪５７、排紙ローラ５６により、排紙トレイ２００に排出される。
【００２７】
　他方、両面印刷時の表面印刷後の用紙は、切り換え爪５７により両面搬送路４１に導か
れ、フィードローラ４２および分離コロ４３により反転されて、両面ユニット４０上に集
積される。両面ユニット４０上の用紙は、トレイが上昇することによりフィードローラ４
２に当接し、フィードローラ４２が回転することにより縦搬送ユニット６０に送られて、
裏面に画像が形成される。
【００２８】
　図５はこのデジタル複写機の制御系を示すブロック図である。同図において、操作部コ
ントローラ５００は操作部の液晶の表示制御、各種ＬＥＤの表示制御ならびに各種キーの
入力制御を行う。システムコントローラ５０１は給紙の制御、搬送の制御、定着の制御、
両面印刷の制御およびプロセスの制御等を行う。
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【００２９】
　画像処理コントローラ５０２は画像制御、スキャナの読み取り制御を行い、ＡＤＦコン
トーラ５０３は自動原稿送り装置１００の制御を行う。給紙トレイコントローラ５０４は
給紙トレイの制御を行い、ＦＡＸコントローラ５０５はＦＡＸ送受信の管理およびＦＡＸ
送受信のファイル管理を行ない、プリンタコントローラ５０６はプリンタデータ受信の管
理およびプリンタデータファイルの管理を行う。
【００３０】
　図６はこのデジタル複写機の画像処理回路を示すブロック図である。コンタクトガラス
１０上の原稿６００が露光ランプ１１により照明され、その照明光の反射光が、カラーＣ
ＣＤ１６により読み取られる。次いでカラーＣＣＤ１６によりＲ、Ｇ、Ｂの３色に分離さ
れたアナログの画像信号が、信号処理回路６０１により増幅されて光量補正され、ＡＤ変
換器６０２によりデジタルの画像信号に変換され、シェーディング補正回路６０３により
シェーディング補正され、画像処理部６０４に送られる。
【００３１】
　画像処理部６０４によって送られた画像信号は、ＭＴＦ補正、γ補正、黒画像生成、カ
ラー画像生成、２値処理、多値処理などの画質処理が施され、黒データとカラーデータと
して、セレクタ６０５に出力される。セレクタ６０５では、画像信号を、変倍部６０６ま
たは画像メモリコントローラ６０８に切り替えて送られる。
【００３２】
　変倍部６０６に入力された画像信号は、変倍率に合せて適宜拡大縮小され、書き込みユ
ニット６０７に送られる。一方、画像メモリコントローラ６０８とセレクタ６０５間は、
双方向に画像信号を入出力可能な構成となっている。また、ＣＰＵ６０９、ＲＯＭ６１０
、ＲＡＭ６１１を備えている。前記ＲＯＭ６１０、ＲＡＭ６１１は、プログラムやデータ
を格納しておく。また前記ＣＰＵ６０９は、画像メモリコントローラ６０８等への設定や
、読み取り部、書き込み部の制御を行う。更にＣＰＵ６０９は、メモリコントローラ６０
８を介して、画像メモリ６１２のデータの書き込み、読み出しを行う。
【００３３】
　原稿画像として画像メモリコントローラ６０８へ送られたデータ化された画像は、画像
メモリコントローラ６０８内にある画像圧縮装置によって、この画像データを圧縮した後
、画像メモリ６１２に送られる。画像圧縮を行うことにより、一度に多くの原稿画像デー
タを記憶することが出来るなど、画像メモリを有効に利用でき、たとえば貯えられた原稿
画像イメージデータをページ順に出力する事もできる。画像を出力する際に、画像メモリ
６１２のデータを、メモリコントローラ６０８内の伸長装置で順次伸長しながら出力を行
うようにすることができる。
【００３４】
　貯えられた原稿画像イメージデータをページ順に出力し、各部数毎に原稿画像を回転さ
せ、記録紙に出力する。この詳細は、特願昭６３－１９５３１３号に記載されている方法
と同様にして行われる。
【００３５】
　他方、ＦＡＸ送信時にはセレクタ６０５により、黒データがＦＡＸ用イメージメモリ６
１３に転送される。また、ＦＡＸ受信時には、回線から受信データが復調または伸張され
た後に、ＦＡＸ用イメージメモリ６１３において展開され、その後セレクタ６０５により
書き込みユニット６０７に送られる。
【００３６】
　更に、プリンタデータ受信時には、プリンタ用イメージメモリ６１４において展開され
た後、セレクタ６０５により書き込みユニット６０７に送られる。
【００３７】
　以下、 の構成と動 ついて説明する。図１０は、

画像形成装置 制御内容のフローチャートである。また図８は、 画
像形成装置の概略を示す図である。
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【００３８】
　図８に示すように、入力された両面複写モードが、操作部コントローラ５００を介し選
択された時（ステップＳ１０１）、自動原稿送り装置８００の原稿台８０１にセットされ
た原稿６００を原稿サイズ検知手段８０３にてサイズおよびセット方向を上記検知手段８
０３により検知し、その結果がシステムコントローラ５０１に伝達される（ステップＳ１
０２）。
【００３９】
　次いで原稿サイズ検知手段８０３にて検知された原稿６００が、両面モードであるか確
認し（ステップＳ１０３）、両面モードの場合には、さらに図９に示すような原稿の短手
方向８１０（長手方向に対して直交する方向）にこの原稿がセットされていることを確認
して（ステップＳ１０４）、原稿が長手方向の場合には、ＲＡＭから読み出し、システム
コントローラ５０１により各種入力キーから入力された複写倍率等の情報を基に給紙トレ
イに収められている給紙を、複数の給紙手段７０１～７３１により、用紙（記録紙）を選
択して給紙口を選定し、記録紙を給送する（ステップＳ１０６）。選択された給紙口より
給送された記録紙上には、第１面の画像が転写される（ステップＳ１０７）。
【００４０】
　そして前記第１面（表面）の画像が転写された記録紙は、全原稿の複写の終了か否かを
システムコントローラ５０１を介して確認し（ステップＳ１０８）、片面の転写のみであ
る場合には複写を終了し、両面の複写の場合には、ステップＳ１０３に戻り、前記同様に
して両面装置の中間トレイ７０８に記録紙を収納し、再び中間トレイ７０８より記録紙を
給送した後にＲＡＭより裏面情報を呼び出して第２面（裏面）の画像を記録紙に転写し、
排紙トレイ７０９上に排紙して終了する。
【００４１】
　また、原稿サイズ検知手段７０３にて検知された原稿７０２が図９のような長手方向７
１１にセットされていた場合には（前記ステップＳ１０４において、Ｙｅｓの場合）、後
述する画像回転処理を施した後に、複数の給紙手段７１１～７３１により原稿７０２と同
一サイズで短手方向にセットされている給紙口を選択し、選択された給紙口より記録紙を
給送する（ステップＳ１０５→ステップＳ１０６）。
【００４２】
　この時、原稿７０２の第１面の画像は画像回転手段により、たとえば９０°回転あるい
は２７０°（９０°＋１８０°：９０°＋反転）回転させ、ＲＡＭから読み出し、給送さ
れた記録紙上に第１面の画像が転写される。第１面の画像が転写された記録紙は、前記し
たのと同様にして、全画面の複写終了か否かを確認して、両面転写される場合には、ステ
ップＳ１０３に戻り、以下のように進行する。ここで画像回転手段は、読み取られた原稿
画像をＲＡＭ等にいったん格納し、このＲＡＭに対する読み出しアドレスの主走査方向と
、副走査方向をＣＰＵにより制御して、ＲＡＭに格納された画像を９０°、２７０°など
、任意の角度に適宜読み出すことのできる手段である。場合によっては、反転（１８０°
）などの回転も可能である。
【００４３】
　まず両面装置の中間トレイ７０８に片面を転写した記録紙を収納し、再び中間トレイ７
０８より給送した後に、原稿７０２の第２面の画像を前記画像回転手段により９０°回転
あるいは２７０°回転してＲＡＭから読み出し、第２面の画像が、再送された記録紙に転
写し、排紙トレイ７０９上に両面を転写した記録紙が排紙されて終了する。
【００４４】
　次に、 画像形成装置の構 よびその動作の説明をする。

、以下の点を除いて、 について説明した
のと同様である。両面複写モードが各種キー入力され操作部コントローラ５００を介して
選択されてシステムコントローラに信号が伝達された時（前記ステップＳ１０３→ステッ
プＳ２０３の置き換え）、その選択はシステムコントローラ５００が、センサ４０１等を
介して給紙トレイ７０４、７０５、７０６、７０７のトレイに、短手方向の記録紙がある
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か（ステップＳ２０４）確認される。この処理が本請求項２の発明で行われるため、請求
項２の発明においては、前記ステップＳ１０４に代えてステップＳ２０４が行われる。そ
して、複数の給紙手段のいずれにも長尺方向の記録紙のみがセットされており、短尺方向
の記録紙がセットされていない場合に限り、機械の複写動作（駆動）の開始を禁止するス
テップＳ２０８が新たに加わっている。このようにして、 にお
いては、このようなサイズやセット方向の確認のための原稿搬送をやめて、原稿にストレ
スを防止している。前記した禁止は、前述したセンサ９１、９２、９３からの原稿情報が
システムコントローラ５０１等に入力された時に、給紙トレイコントローラを介してプッ
シュスイッチ４０１により長手方向の記録紙のみが収納されていることを確認することに
より、ＡＤＦコントローラを介して自動原稿送りを停止したり、あるいは、給紙トレイコ
ントローラを介して給紙を停止することにより行うことができる。
【００４５】
　その他は、上述した請求項１に記載の発明について説明したのと同様である。すなわち
、両面複写モードが選択された時（ステップＳ２０１）、自動原稿送り装置７００の原稿
台７０１にセットされた原稿７０２を原稿サイズ検知手段７０３にてサイズおよびセット
方向を検知する（ステップＳ２０２）。
【００４６】
　原稿サイズ検知手段７０３にて検知された原稿６００が、両面モードであるか確認し（
ステップＳ２０３）、両面モードの場合には、さらに図９に示すような原稿の短手方向８
１０（長手方向に対して直角する方向）にセットされていることを確認して（ステップＳ
２０４）、セットされていた場合には、複数の給紙手段７０１～７３１により、原稿６０
０と同一サイズで同一方向にセットされている用紙を選択して給紙口を選定し、この給紙
口を有する給紙手段により、記録紙を給送する（ステップＳ２０５）。選択された給紙口
より給送された記録紙上には、第１面の画像が転写される（ステップＳ２０６）。
【００４７】
　そして前記第１面の画像が転写された記録紙は、全原稿の複写の終了を確認して（ステ
ップＳ２０７）、片面の転写の場合には終了し、両面の複写の場合にはステップＳ２０３
に戻り、上記したのと同様にして、両面装置の中間トレイ７０８に収納され、再び中間ト
レイ７０８より給送された後に第２面の画像が記録紙へ転写され、排紙トレイ７０９上に
排紙されて終了する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明に係る画像形成装置の実施の形態を示す外観図である。
【図２】自動原稿送り部分の構成を示す外観図である。
【図３】コンタクトガラス部分のセンサの構成を示す図である。
【図４】コンタクトガラス部分に使用されるセンサの詳細を示す図である。
【図５】本発明に係る画像形成装置の制御系を示すブロック図である。
【図６】本発明に係る画像形成装置の画像処理回路を示すブロック図である。
【図７】各給紙トレイの構成を示す図である。
【図８】本発明に係る画像形成装置の概略を示す図である。
【図９】本発明に係る画像形成装置の原稿の給紙部分を示す図である。
【図１０】 動作を示すフローチャートである。
【図１１】 動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４９】
　４０　　両面ユニット
　４２　　フィードローラ
　４３　　分離コロ
　４０１　　プッシュスイッチ
　４００　　サイズレバー
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　５００　　操作部コントローラ
　５０１　　システムコントローラ
　５０２　　画像処理コントローラ
　６０４　　画像処理部
　６０８　　画像メモリコントローラ
　６０９　　ＣＰＵ
　６１０　　ＲＯＭ
　６１１　　ＲＡＭ
　６１２　　画像メモリ
　７０１　　第１給紙装置
　７１１　　第２給紙装置
　７２１　　第３給紙装置
　７３１　　第４給紙装置
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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